
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 77

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

29 40 29 56

20 201 長野市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 長野市男女共同参画推進条例 平成15年3月28日 平成15年4月1日
みとめあい ささえあい21 第四次長野市男
女共同参画基本計画

平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

20 202 松本市 人権・男女共生課 1 1 1 1 松本市男女共同参画推進条例 平成15年6月26日 平成15年6月26日
第４次松本市男女共同参画計画・女性活
躍推進計画

平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

20 203 上田市 人権男女共生課 1 1 1 1 上田市男女共同参画推進条例 平成18年12月21日 平成19年1月1日 第３次上田市男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

20 204 岡谷市 企画課 1 2 1 1 岡谷市男女共同参画条例 平成16年3月25日 平成16年4月1日 男女共同参画おかやプランⅤ 平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日 0

20 205 飯田市 男女共同参画課 1 2 1 1 飯田市男女共同参画推進条例 平成17年12月26日 平成18年4月1日
第６次飯田市男女共同参画計画「ともに生
きるいいだプラン」

平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

20 206 諏訪市
地域戦略・男女共同参画
課

1 2 1 1 諏訪市男女共同参画推進条例 平成15年3月25日 平成15年4月1日
諏訪市男女共同参画計画「男女いきいき
諏訪プラン6」

平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

20 207 須坂市 男女共同参画課 1 1 1 1
須坂市女と男がともに参画する社会づ
くり条例

平成22年12月17日 平成22年12月17日 第五次須坂市男女共同参画計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

20 208 小諸市 人権政策課 1 2 0 1 小諸市男女共同参画推進条例 平成18年3月28日 平成18年4月1日 男女共同参画こもろプラン６（改訂版） 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 0

20 209 伊那市 企画部企画政策課 1 1 1 1 伊那市男女共同参画推進条例 平成18年3月31日 平成18年3月31日 第3次伊那市男女共同参画計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月31日 1

20 210 駒ヶ根市 総務課 1 2 1 1 駒ヶ根市男女共同参画社会づくり条例 平成22年12月16日 平成23年4月1日
駒ヶ根市男女共同参画「あなたと私のいき
いきプランパート５」

平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

20 211 中野市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 中野市男女共同参画推進条例 平成18年12月21日 平成19年4月1日
第3次中野市男女共同参画計画　共にい
きいきなかのプラン21

平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

20 212 大町市 総務部まちづくり交流課 1 2 1 1 大町市男女共同参画推進条例 平成16年3月19日 平成16年4月1日 大町市第3次男女共同参画計画 平成25年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

20 213 飯山市 人権政策課 2 1 1 0 飯山市男女共同参画社会づくり条例 平成19年12月25日 平成20年2月1日
いいやま男女共同参画プラン21（第3次飯
山市男女共同参画計画）

平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

20 214 茅野市 生涯学習課 2 2 0 1 茅野市男女共同参画基本条例 平成13年3月30日 平成13年3月30日 第3次茅野市男女共同参画計画 平成26年9月 ～ 令和5年3月 1

20 215 塩尻市
塩尻市男女共同参画・若
者サポート課

1 2 0 1 塩尻市男女共同参画基本条例 平成12年3月24日 平成12年4月1日 第4次塩尻市男女共同参画基本計画 平成28年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

20 217 佐久市 人権同和課 1 2 1 1 佐久市男女共同参画推進条例 平成26年3月24日 平成26年4月1日 第３次佐久市男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

20 218 千曲市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 千曲市男女共同参画推進条例 平成24年3月6日 平成24年3月6日 第3次　千曲市男女共同参画計画 平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日 0

20 219 東御市 人権同和政策課 1 2 1 1 東御市男女共同参画推進条例 平成21年12月21日 平成21年12月21日 東御市男女共同参画推進基本計画 平成24年度 ～ 令和3年度 1

20 220 安曇野市 人権男女共同参画課 1 1 1 1 安曇野市男女共同参画推進条例 平成20年12月25日 平成21年1月1日 第３次安曇野市男女共同参画計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

20 303 小海町 生涯学習課 2 2 0 0 0 0

20 304 川上村 総務課 1 2 0 0 2 0

20 305 南牧村 総務課 1 1 0 0 2 0

20 306 南相木村 住民課 1 2 0 0 0 0

20 307 北相木村 住民福祉課 1 2 0 0 0 0

20 309 佐久穂町 佐久穂町住民税務課 1 2 0 0 0 佐久穂町男女共同参画計画 平成27年3月 ～ 平成31年3月 1

20 321 軽井沢町
軽井沢町教育委員会生涯
学習課生涯学習係

2 2 1 1 0
軽井沢町第３次男女共同参画計画（きら
めきプラン３）

平成31年4月1日 ～ 令和10年3月31日 1

20 323 御代田町 企画財政課 1 2 0 0 2 1

20 324 立科町 社会教育課 2 2 0 0 0 立科町男女共同参画長期プランⅢ 平成27年4月 ～ 令和2年 0

20 349 青木村 住民福祉課 1 2 0 1 0 青木村男女共同参画計画 平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日 1

20 350 長和町
教育課人権男女共同参画
係

2 2 0 0 0 長和町男女共同参画計画 平成30年3月 ～ 令和4年3月 1
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有

20 361 下諏訪町 総務課 1 2 1 1
下諏訪町男女共同参画いきいき社会づ
くり条例

平成15年12月24日 平成16年4月1日 第5次下諏訪町男女共同参画計画 平成28年 ～ 令和2年 0

20 362 富士見町 生涯学習課 2 2 0 0 富士見町男女共同参画社会づくり条例 平成17年3月24日 平成17年4月1日
富士見町男女共同参画「すずらんⅤパー
トナーシップふじみ」

平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

20 363 原村 生涯学習課 2 2 1 1 0 原村男女共同参画基本計画 平成27年4月 ～ 令和6年3月 1

20 382 辰野町 生涯学習課 2 2 0 1 辰野町男女共同参画社会づくり条例 平成18年9月15日 平成18年9月15日 ほたるの里男女共同参画プラン 平成28年3月 ～ 令和3年3月 0

20 383 箕輪町 企画振興課 1 2 1 1 箕輪町男女共同参画推進条例 平成23年9月21日 平成23年10月1日 第2次箕輪町男女共同参画計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

20 384 飯島町 飯島町教育委員会 2 2 1 1 0 男女共同参画プラン5 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

20 385 南箕輪村 教育委員会事務局 2 2 1 1 0 第4次南箕輪村男女共同参画行動計画 平成29年3月15日 ～ 令和4年3月31日 1

20 386 中川村 教育委員会事務局 2 2 0 0 0 第４次中川村男女共同参画推進計画 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 0

20 388 宮田村 教育委員会事務局 2 2 1 1 0 第二次宮田村男女共同参画計画 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

20 402 松川町 生涯学習課 2 1 0 1 松川町男女共同参画推進条例 平成20年3月19日 平成20年4月1日 松川町男女共同参画推進プラン 平成28年4月1日 ～ 令和2年3月31日 1

20 403 高森町 総務課 1 2 0 0 2 0

20 404 阿南町 阿南町教育委員会事務局 2 2 0 0 2 あなん男女共同参画推進計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 0

20 407 阿智村 協働活動推進課 1 2 0 0 2 1

20 409 平谷村 住民課 1 2 0 0 0 平谷村男女共同参画推進計画 平成26年4月 ～ 令和6年3月 0

20 410 根羽村 住民課 1 2 0 0 0 0

20 411 下條村 総務課 1 2 0 0 0 0

20 412 売木村 住民課 1 2 0 0 0 0

20 413 天龍村 住民課 1 2 0 0 2 0

20 414 泰阜村 泰阜村教育委員会 2 2 0 0 0 0

20 415 喬木村 企画財政課 1 2 0 1 0 喬木村男女共同参画計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 0

20 416 豊丘村 教育委員会 2 2 0 1 0 豊丘村男女共同参画基本計画 平成30年度 ～ 令和4年度 0

20 417 大鹿村 住民税務課 1 2 0 0 0 大鹿村男女共同参画プラン 平成27年4月1日 ～ 令和7年3月31日 0

20 422 上松町 住民福祉課 1 2 0 0 0 1

20 423 南木曽町
もっと元気に戦略室（計
画）、福祉係・教育委員会
（対応窓口）

1 2 0 0 0 第３次南木曽町男女共同参画計画 平成25年4月1日 ～ 令和4年4月1日 1

20 425 木祖村 住民福祉課 1 2 0 0 0 男女共同参画基本計画 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

20 429 王滝村 福祉健康課 1 2 0 0 0 1

20 430 大桑村 総務課 1 2 0 0 0 0

20 432 木曽町 総務課 1 2 1 1 0
きそまち男女共同参画基本計画第二次基
本計画

平成27年4月 ～ 令和2年3月31日 1

20 446 麻績村 住民課 1 2 1 0 0 麻績村男女共同参画計画 平成29年4月 ～ 令和9年3月 0

20 448 生坂村 教育委員会事務局 2 2 0 1 0 生坂村男女共同参画計画 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

20 450 山形村 総務課 1 2 0 1 0 第4次山形村男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 0

20 451 朝日村 総務課 1 2 0 0 0 0

20 452 筑北村 住民福祉課 1 2 0 0 2 第二次筑北村男女共同参画計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

20 481 池田町 生涯学習課 2 2 1 1
笑顔輝く池田町男女共同参画まちづく
り条例

平成16年12月28日 平成17年1月1日 池田町男女共同参画プラン 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

20 482 松川村 社会教育課 2 2 1 1 松川村男女共同参画推進条例 平成17年3月10日 平成17年4月1日 第４次松川村男女共同参画社会推進計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 0

20 485 白馬村 総務課 1 2 0 0 0 白馬村第三次男女共同参画社会づくり計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

20 486 小谷村 住民福祉課 1 2 0 0 0 0
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有

20 521 坂城町 企画政策課 1 2 0 0 0 第2次坂城町男女共同参画計画 平成23年4月1日 ～ 令和2年3月31日 0

20 541 小布施町 企画政策課 1 1 0 1 小布施町男女共同参画推進条例 平成13年9月20日 平成13年9月20日 第三次小布施町男女共同参画基本計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

20 543 高山村 人権推進室 1 2 0 1 高山村男女共同参画社会づくり条例 平成15年3月20日 平成15年3月20日 高山村男女共同参画社会づくり計画 平成27年度 ～ 平成31年度 0

20 561 山ノ内町 人権政策室 1 2 1 1 0 第4次やまのうちまち男女共同参画プラン21 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

20 562 木島平村
木島平村教育委員会人権
推進室

2 2 0 0 0 0

20 563 野沢温泉村 教育委員会 2 2 0 0 0 0

20 583 信濃町 教育委員会 2 2 0 1 信濃町男女共同参画社会推進条例 平成17年6月20日 平成17年7月1日 信濃町男女共同参画 社会推進計画 平成29年度 ～ 令和5年度 1

20 588 小川村 住民福祉課 1 2 0 0 0 小川村男女共同参画基本計画 平成26年4月 ～ 令和4年3月 1

20 590 飯綱町
教育委員会事務局　生涯
学習係

2 2 1 1 0 飯綱町男女共同参画計画 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

20 602 栄村 民生課 1 2 0 0 0 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和２年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和２年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない
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調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

4 0 4 3 1 0 4 0 0

20 201 長野市 長野市男女共同参画センター 380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1481-1 026-237-8303 026-237-8304
http://www.city.nagano.nag
ano.jp/soshiki/jinken-
danjo/

○ ○ ○

20 202 松本市 松本市女性センター パレア松本 390-0811 松本市中央1丁目18番1号 0263-39-1105 0263-37-1153

http://www.city.matsumoto.
nagano.jp/kurasi/tiiki/jinken
/danjo/parea-
matsumoto.html

○ ○ ○

20 203 上田市 上田市市民プラザ・ゆう 386-0014 長野県上田市材木町1-2-2 0268-23-5245 0268-27-3123
http://www.city.ueda.nagan
o.jp/jinkendanjo/kurashi/jin
ken/shiminplaza/index.html

○ ○ ○

20 204 岡谷市

20 205 飯田市

20 206 諏訪市

20 207 須坂市

20 208 小諸市

20 209 伊那市

20 210 駒ヶ根市

20 211 中野市

20 212 大町市

20 213 飯山市

20 214 茅野市 家庭教育センター 391-0002 茅野市塚原1-9-16 0266-73-0888 0266-73-4151
https://www.city.chino.lg.jp
/site/kids/853.html

○ ○ ○

20 215 塩尻市

20 217 佐久市

20 218 千曲市

20 219 東御市

20 220 安曇野市

20 303 小海町

20 304 川上村

20 305 南牧村

20 306 南相木村

20 307 北相木村

20 309 佐久穂町

20 321 軽井沢町

長野県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成31年4月1日現在で開設済の施設)都
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事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理
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愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
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理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成31年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

20 323 御代田町

20 324 立科町

20 349 青木村

20 350 長和町

20 361 下諏訪町

20 362 富士見町

20 363 原村

20 382 辰野町

20 383 箕輪町

20 384 飯島町

20 385 南箕輪村

20 386 中川村

20 388 宮田村

20 402 松川町

20 403 高森町

20 404 阿南町

20 407 阿智村

20 409 平谷村

20 410 根羽村

20 411 下條村

20 412 売木村

20 413 天龍村

20 414 泰阜村

20 415 喬木村

20 416 豊丘村

20 417 大鹿村

20 422 上松町

20 423 南木曽町

20 425 木祖村

20 429 王滝村

20 430 大桑村

20 432 木曽町

20 446 麻績村

20 448 生坂村

20 450 山形村

20 451 朝日村



市町村４－２

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成31年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

20 452 筑北村

20 481 池田町

20 482 松川村

20 485 白馬村

20 486 小谷村

20 521 坂城町

20 541 小布施町

20 543 高山村

20 561 山ノ内町

20 562 木島平村

20 563 野沢温泉村

20 583 信濃町

20 588 小川村

20 590 飯綱町

20 602 栄村



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 長野県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

4 4 4 4 4 2 4 2 2 3

20 201 長野市 長野市男女共同参画センター 平成16年4月1日 2 3 3,625 ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画サポート事業（講座等支援・優良
事業者表彰）

20 202 松本市 松本市女性センター 平成11年4月1日 3 0 10,370 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仕事と家庭の両立支援のため、事業者と労働
者双方の相談を、労務コンサルタントに委託

20 203 上田市 上田市市民プラザ・ゆう 昭和51年4月9日 4 1 9,206 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 女性団体育成事業

20 204 岡谷市

20 205 飯田市

20 206 諏訪市

20 207 須坂市

20 208 小諸市

20 209 伊那市

20 210 駒ヶ根市

20 211 中野市

20 212 大町市

20 213 飯山市

20 214 茅野市 家庭教育センター 平成7年4月1日 1 4 5,841 ○ ○ ○ ○ ○
子育て中の男性を対象とした講座の開催、男女
共同参画推進を行う任意団体のサポート

20 215 塩尻市

20 217 佐久市

20 218 千曲市

20 219 東御市

20 220 安曇野市

20 303 小海町

20 304 川上村

20 305 南牧村

20 306 南相木村

20 307 北相木村

20 309 佐久穂町

20 321 軽井沢町

20 323 御代田町

20 324 立科町

20 349 青木村

20 350 長和町

20 361 下諏訪町

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　31　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－２ (2)

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　31　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

20 362 富士見町

20 363 原村

20 382 辰野町

20 383 箕輪町

20 384 飯島町

20 385 南箕輪村

20 386 中川村

20 388 宮田村

20 402 松川町

20 403 高森町

20 404 阿南町

20 407 阿智村

20 409 平谷村

20 410 根羽村

20 411 下條村

20 412 売木村

20 413 天龍村

20 414 泰阜村

20 415 喬木村

20 416 豊丘村

20 417 大鹿村

20 422 上松町

20 423 南木曽町

20 425 木祖村

20 429 王滝村

20 430 大桑村

20 432 木曽町

20 446 麻績村

20 448 生坂村

20 450 山形村

20 451 朝日村

20 452 筑北村

20 481 池田町

20 482 松川村

20 485 白馬村

20 486 小谷村

20 521 坂城町

20 541 小布施町



市町村４－２ (2)

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　31　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

20 543 高山村

20 561 山ノ内町

20 562 木島平村

20 563 野沢温泉村

20 583 信濃町

20 588 小川村

20 590 飯綱町

20 602 栄村



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

3 19 1 5.3 19 0 0.0 58 0 0.0 52 1 1.9 3,903 55 1.4

20 201 長野市 1 0 0.0 1 0 0.0 477 5 1.0

20 202 松本市 1 0 0.0 1 0 0.0 488 10 2.0

20 203 上田市 1 0 0.0 1 0 0.0 241 4 1.7

20 204 岡谷市 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

20 205 飯田市 1 0 0.0 1 0 0.0 20 1 5.0

20 206 諏訪市 1 1 100.0 1 0 0.0 89 3 3.4

20 207 須坂市 1 0 0.0 1 0 0.0 69 0 0.0

20 208 小諸市 1 0 0.0 1 0 0.0 68 1 1.5

20 209 伊那市 1 0 0.0 1 0 0.0 89 1 1.1

20 210 駒ヶ根市 1 0 0.0 1 0 0.0 16 0 0.0

20 211 中野市 1 0 0.0 1 0 0.0 76 1 1.3

20 212 大町市 1 0 0.0 1 0 0.0 97 2 2.1

20 213 飯山市 1 0 0.0 1 0 0.0 108 2 1.9

20 214 茅野市 1 0 0.0 1 0 0.0 100 3 3.0

20 215 塩尻市 平成6年9月16日 塩尻市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 66 0 0.0

20 217 佐久市 1 0 0.0 1 0 0.0 238 0 0.0

20 218 千曲市 1 0 0.0 1 0 0.0 71 0 0.0

20 219 東御市 1 0 0.0 1 0 0.0 65 2 3.1

20 220 安曇野市 1 0 0.0 1 0 0.0 83 2 2.4

20 303 小海町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 0 0.0

20 304 川上村 1 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0

20 305 南牧村 1 0 0.0 1 0 0.0 6 0 0.0

20 306 南相木村 1 0 0.0 0 0 10 0 0.0

20 307 北相木村 1 0 0.0 0 0 9 0 0.0

20 309 佐久穂町 1 0 0.0 1 0 0.0 58 0 0.0

20 321 軽井沢町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 1 3.3

20 323 御代田町 1 0 0.0 1 0 0.0 20 0 0.0

20 324 立科町 1 0 0.0 1 0 0.0 16 1 6.3

20 349 青木村 1 0 0.0 0 0 12 0 0.0

20 350 長和町 1 0 0.0 1 0 0.0 16 0 0.0

20 361 下諏訪町 1 0 0.0 1 0 0.0 10 0 0.0

20 362 富士見町 1 0 0.0 1 0 0.0 39 1 2.6

20 363 原村 1 0 0.0 1 0 0.0 15 0 0.0

20 382 辰野町 1 0 0.0 1 0 0.0 17 0 0.0

20 383 箕輪町 1 0 0.0 1 0 0.0 15 0 0.0

20 384 飯島町 1 0 0.0 1 0 0.0 46 2 4.3

20 385 南箕輪村 平成14年9月16日 南箕輪村男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 12 0 0.0

20 386 中川村 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

20 388 宮田村 1 0 0.0 1 0 0.0 11 0 0.0

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

長野県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

宣

言

の

形

態

宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日
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うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

宣

言

の

形

態

宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日

20 402 松川町 1 0 0.0 1 0 0.0 72 0 0.0

20 403 高森町 1 0 0.0 1 0 0.0 24 1 4.2

20 404 阿南町 1 0 0.0 1 0 0.0 60 0 0.0

20 407 阿智村 1 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0

20 409 平谷村 1 0 0.0 1 0 0.0 10 0 0.0

20 410 根羽村 1 0 0.0 1 0 0.0 23 0 0.0

20 411 下條村 1 0 0.0 1 0 0.0 15 0 0.0

20 412 売木村 1 0 0.0 1 0 0.0 7 0 0.0

20 413 天龍村 1 0 0.0 1 0 0.0 39 0 0.0

20 414 泰阜村 1 0 0.0 1 0 0.0 19 0 0.0

20 415 喬木村 1 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0

20 416 豊丘村 1 0 0.0 1 0 0.0 56 0 0.0

20 417 大鹿村 1 0 0.0 1 0 0.0 27 2 7.4

20 422 上松町 1 0 0.0 1 0 0.0 39 0 0.0

20 423 南木曽町 1 0 0.0 1 0 0.0 7 1 14.3

20 425 木祖村 1 0 0.0 1 0 0.0 22 0 0.0

20 429 王滝村 1 0 0.0 0 0 9 0 0.0

20 430 大桑村 1 0 0.0 1 0 0.0 44 0 0.0

20 432 木曽町 1 0 0.0 1 0 0.0 4 0 0.0

20 446 麻績村 1 0 0.0 1 0 0.0 28 0 0.0

20 448 生坂村 1 0 0.0 1 0 0.0 10 0 0.0

20 450 山形村 1 0 0.0 1 1 100.0 6 0 0.0

20 451 朝日村 1 0 0.0 0 0 5 0 0.0

20 452 筑北村 1 0 0.0 0 0 21 0 0.0

20 481 池田町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 1 3.0

20 482 松川村 1 0 0.0 1 0 0.0 17 0 0.0

20 485 白馬村 1 0 0.0 2 0 0.0 30 1 3.3

20 486 小谷村 1 0 0.0 1 0 0.0 54 2 3.7

20 521 坂城町 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

20 541 小布施町 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

20 543 高山村 1 0 0.0 1 0 0.0 26 0 0.0

20 561 山ノ内町 1 0 0.0 1 0 0.0 16 0 0.0

20 562 木島平村 1 0 0.0 1 0 0.0 26 0 0.0

20 563 野沢温泉村 1 0 0.0 1 0 0.0 20 0 0.0

20 583 信濃町 1 0 0.0 1 0 0.0 95 5 5.3

20 588 小川村 1 0 0.0 0 0 19 0 0.0

20 590 飯綱町 平成18年2月12日 まちづくりの集い宣言決議　男女共同参画大会宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

20 602 栄村 1 0 0.0 1 0 0.0 31 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他



市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 令和元年5月1日 3

うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

1,626 1,361 25,116 7,671 30.5 1,410 1,205 20,052 5,127 25.6 426 231 2,451 388 15.8 1,181 98 8.3 1,939 141 7.3

小計 1,348 1,153 18,688 4,698 25.1 397 222 2,362 378 16.0

20 201 長野市 40 令和4年3月 79 74 845 335 39.6 条例により設置されている審議会等 94 87 1,099 374 34.0 6 4 89 5 5.6 57 6 10.5 1 1 1

20 202 松本市 35 令和5年3月 120 103 3,014 1,000 33.2
行政委員会、法律・条令等により設置されている審議会等、要綱等に
より設置されている委員会等、法律に基づいて設置されている委員 43 39 1,094 250 22.9 6 6 61 11 18.0 52 2 3.8 53 2 3.8 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

20 203 上田市 40 令和4年3月 47 45 849 333 39.2 法律、政令又は条例により設置されている審議会等 47 45 849 333 39.2 6 5 63 11 17.5 44 4 9.1 45 4 8.9 1 1 1

20 204 岡谷市 40 令和2年3月 49 39 795 257 32.3
法律又は政令により設置されている審議会、委員会等及び条例、規
則、要綱等により設置されている会議等

20 19 262 68 26.0 5 4 23 7 30.4 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

20 205 飯田市 30 令和5年3月 109 80 1,915 540 28.2
地方自治法第180条5、202条2、202条3に基づく、委員会、付属機関
等の委員及びその他の法令による委員。

83 70 1,658 498 30.0 6 4 55 7 12.7 39 2 5.1 40 2 5.0 1 1 1

20 206 諏訪市 40 令和5年3月 67 59 1,201 415 34.6
地方自治法180条の5に規定の委員会、民生委員法、諏訪市の条例・
規則、諏訪市の要綱、諏訪市の任意団体

32 27 391 112 28.6 6 3 36 4 11.1 33 6 18.2 34 7 20.6 1 1 1

20 207 須坂市 40 令和5年3月 56 48 998 343 34.4 法律、条例、規則、要綱等により設置されてる審議会、委員会、会議等 31 29 560 188 33.6 6 4 31 6 19.4 35 5 14.3 36 5 13.9 1 1 1

20 208 小諸市 45 令和2年3月 51 46 996 402 40.4
地方自治法180条の5、地方自治法202条の3及び、その他の政策・方
針決定過程である委員会等。

33 31 384 104 27.1 6 3 42 6 14.3 34 2 5.9 35 2 5.7 1 1 1

20 209 伊那市 30 令和4年3月 76 69 1,293 355 27.5 法律、条例、規則、要綱等により設置されている審議会、委員会等 35 33 797 168 21.1 6 3 51 5 9.8 35 3 8.6 36 3 8.3 1 1 1

20 210 駒ヶ根市 33 令和4年3月 51 44 874 247 28.3
法律や政令、条例により設置されている審議会・委員会等及び要綱
等に設置された専門委員・各種委員会等

20 18 304 94 30.9 6 3 42 5 11.9 38 5 13.2 1 1 1

20 211 中野市 35 令和3年度 52 44 766 241 31.5
地方自治法第180条の5及び第202条の3に基づく審議会等と法律、市
の条例により設置の審議会等

45 39 610 177 29.0 5 3 34 5 14.7 36 4 11.1 37 4 10.8 1 1 1

20 212 大町市 40 令和5年3月 49 44 644 164 25.5

１法律または政令により設置されている審議会等　２法律により設置
されている委員会等（地方自治法１８０条の５）３その他（地方公務員
法第3条第３項に規定する市議会委員、民生児童委員、人権擁護委
員）

40 37 490 109 22.2 6 4 45 6 13.3 35 2 5.7 36 2 5.6 1 1 1

20 213 飯山市 35 令和2年3月 29 21 287 77 26.8 地方自治法第180条の５及び第202条の３に基づく審議会等 25 20 261 74 28.4 5 2 33 6 18.2 27 4 14.8 28 4 14.3 1 1 1
20 214 茅野市 35 令和5年 47 37 692 195 28.2 法律、条例等により設置されている審議会、委員会等 13 12 227 48 21.1 6 4 35 6 17.1 41 5 12.2 42 5 11.9 1 1 1
20 215 塩尻市 44 令和2年4月 43 40 475 124 26.1 条例、規則等に基づき設置されている審議会や委員会等 30 28 377 94 24.9 6 5 36 9 25.0 33 7 21.2 34 7 20.6 1 1 1

20 217 佐久市 33 令和4年3月 42 40 671 158 23.5
法律、政令または条例により設置されている審議会等（地方自治法
第２０２条の３に基づくもの）

42 40 671 158 23.5 6 3 65 6 9.2 39 3 7.7 40 3 7.5 1 1 1

20 218 千曲市 40 平成31年4月1日 46 43 611 163 26.7
地方自治法第202条の3、第180条の5及び法律・条例・規則・要綱・規
定等により設置されている審議会・委員会・懇話会・協議会・会議等

21 21 310 87 28.1 5 2 29 3 10.3 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

20 219 東御市 40 令和3年4月 47 43 631 213 33.8 法律又は政令により設置されている審議会等 34 32 410 139 33.9 6 6 40 8 20.0 30 5 16.7 1 1 1

20 220 安曇野市 35 令和5年3月 47 40 868 249 28.7
法律、政令又は、条例、規則等により設置されている審議会、委員
会、会議等

34 28 479 113 23.6 5 4 38 6 15.8 37 7 18.9 38 7 18.4 1 1 1

20 303 小海町 5 5 44 10 22.7 5 2 27 4 14.8 1 1 1
20 304 川上村 9 5 105 14 13.3 5 2 26 4 15.4 30 0 0.0 1 1 1
20 305 南牧村 9 7 74 17 23.0 5 1 21 3 14.3 1 1 2
20 306 南相木村 16 12 120 28 23.3 5 2 22 2 9.1 1 1 1
20 307 北相木村 10 8 72 18 25.0 5 1 23 1 4.3 13 0 0.0 14 0 0.0 2 2 2
20 309 佐久穂町 8 7 83 21 25.3 5 3 35 6 17.1 20 2 10.0 21 2 9.5 1 1 1

20 321 軽井沢町 40 令和5年3月 39 33 477 135 28.3
法律により設置されている委員会等、地方自治法第180条の５に基づ
く委員会等、地方自治法第138条の４又は202条の３に基づく委員会
等

32 28 395 96 24.3 5 3 34 9 26.5 38 4 10.5 1 1 1

20 323 御代田町 19 14 185 28 15.1 5 2 27 5 18.5 31 3 9.7 32 3 9.4 1 1 1
20 324 立科町 11 8 147 20 13.6 5 3 29 4 13.8 23 0 0.0 24 0 0.0 1 1 1

20 349 青木村 35 令和4年3月 30 6 95 28 29.5
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に
掲げる審議会等

6 6 45 7 15.6 5 3 29 4 13.8 1 2 1

20 350 長和町 12 7 185 21 11.4 5 2 24 3 12.5 13 2 15.4 60 3 5.0 1 1 2
20 361 下諏訪町 35 令和2年 49 41 1,283 387 30.2 法律、政令又は条例により設置されている審議会とその他の委員会 13 9 157 22 14.0 5 4 21 6 28.6 30 2 6.7 31 3 9.7 1 1 1
20 362 富士見町 35 令和5年3月 21 15 229 42 18.3 法律・条令等により設置されている審議会、委員等 21 15 229 42 18.3 5 3 31 5 16.1 26 0 0.0 1 1 1
20 363 原村 8 7 86 20 23.3 5 2 25 4 16.0 14 1 7.1 15 1 6.7 1 1 1
20 382 辰野町 50 令和3年3月 22 21 442 142 32.1 地方自治法に基づく審議会等 22 21 442 115 26.0 4 1 23 3 13.0 33 4 12.1 1 1 1

20 383 箕輪町 30 令和3年 58 40 650 167 25.7
町特別職の職員等の名簿登録委員等

29 26 379 100 26.4 5 3 34 5 14.7 30 6 20.0 3 令和元年7月1日 3 令和元年7月1日 3 令和元年7月1日

20 384 飯島町 30 令和6年3月 38 33 551 125 22.7 法律および条令等により設置されている審議会、懇談会、会議など 14 11 177 35 19.8 5 2 26 4 15.4 40 6 15.0 41 6 14.6 1 1 1
20 385 南箕輪村 30 令和4年3月 19 14 155 49 31.6 法律により設置されている審議会・委員会 19 15 252 58 23.0 5 3 24 4 16.7 21 1 4.8 22 1 4.5 3 令和元年8月9日 3 令和元年8月9日 3 令和元年8月9日

20 386 中川村 25 令和4年3月 28 22 227 54 23.8
地方自治法（180条の5）に基づく委員会等
地方自治法（202条の3）に基づく審議会等

23 18 205 48 23.4 5 4 22 6 27.3 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1

20 388 宮田村 30 令和2年3月 12 8 109 25 22.9 法律により設置されている審議会・委員会 11 8 96 25 26.0 5 3 25 6 24.0 13 0 0.0 14 0 0.0 1 1 1
20 402 松川町 25 令和2年 37 30 470 114 24.3 条例規則等に定められている会議等 12 10 199 27 13.6 5 2 30 5 16.7 40 1 2.5 1 1 1
20 403 高森町 9 8 104 31 29.8 5 2 32 5 15.6 1 1 1
20 404 阿南町 8 5 91 30 33.0 5 2 33 2 6.1 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1
20 407 阿智村 5 4 53 22 41.5 5 2 27 3 11.1 14 0 0.0 1 1 3 令和元年8月30日
20 409 平谷村 8 7 62 11 17.7 5 3 18 5 27.8 9 1 11.1 10 1 10.0 1 1 1
20 410 根羽村 8 3 72 3 4.2 5 4 26 6 23.1 12 0.0 1 1 1
20 411 下條村 7 3 75 23 30.7 5 2 25 4 16.0 13 0 0.0 1 1 1
20 412 売木村 11 3 83 4 4.8 5 2 21 2 9.5 10 0 0.0 11 0 0.0 1 1 1
20 413 天龍村 6 5 76 13 17.1 5 3 25 4 16.0 27 4 14.8 27 4 14.8 1 1 1
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20 414 泰阜村 11 8 91 15 16.5 4 2 23 3 13.0 9 0 0.0 10 0 0.0 2 2 2
20 415 喬木村 33 令和5年3月 14 11 164 36 22.0 法律、政令又は条例により設置されている審議会等 14 11 164 36 22.0 5 2 28 3 10.7 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1
20 416 豊丘村 25 令和5年3月 14 13 226 30 13.3 村条例、規則に定められている審議会 14 13 226 30 13.3 5 3 25 7 28.0 74 1 1.4 2 2 2
20 417 大鹿村 13 6 118 13 11.0 5 3 22 3 13.6 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
20 422 上松町 20 17 271 56 20.7 5 2 23 4 17.4 28 0 0.0 29 1 3.4 1 2 2

20 423 南木曽町 20 令和4年4月 17 16 200 51 25.5

法規審査委員会、機構検討委員会、公有財産管理委員会、情報化
推進情報セキュリティ委員会、電算事務連絡委員会、建設工事入札
参加資格審査委員会、地域バス対策連絡調整会議、広報編集委員
会、事務等改善推進委員会、住民窓口事務等研究ワーキンググ
ループ、南木曽町税等収納金滞納整理研究委員会、南木曽町役場
地球温暖化防止実行計画推進委員会、定住対策検討委員会、人材
育成推進委員会、衛生委員会、地域医療検討チーム、働き方改革検
討委員会

2 2 28 10 35.7 5 2 26 3 11.5 1 3 平成24年4月1日 3 平成24年4月1日

20 425 木祖村 7 6 81 18 22.2 5 1 23 1 4.3 36 1 2.8 1 1 1
20 429 王滝村 7 6 47 9 19.1 5 2 23 5 21.7 12 0 0.0 13 0 0.0 1 2 2
20 430 大桑村 9 8 120 18 15.0 5 3 24 3 12.5 22 1 4.5 1 1 1
20 432 木曽町 16 12 216 38 17.6 5 3 26 4 15.4 25 0 0.0 1 1 1
20 446 麻績村 6 5 57 7 12.3 5 3 25 4 16.0 22 1 4.5 23 1 4.3 1 1 1
20 448 生坂村 4 2 51 4 7.8 5 3 24 4 16.7 22 0 0.0 1 1 1
20 450 山形村 40 令和5年 54 41 620 247 39.8 要綱等により設置されている会議 10 10 130 35 26.9 5 4 27 7 25.9 19 1 5.3 20 1 5.0 3 平成29年4月1日 1 1
20 451 朝日村 10 9 342 42 12.3 5 2 26 4 15.4 27 1 3.7 28 1 3.6 1 1 1
20 452 筑北村 9 8 96 12 12.5 5 4 27 7 25.9 17 1 5.9 18 1 5.6 1 1 1
20 481 池田町 5 5 55 15 27.3 5 4 25 7 28.0 26 2 7.7 27 2 7.4 1 1 1
20 482 松川村 40 令和5年3月 45 38 530 179 33.8 法律または法令または要綱等により設置されている審議会等 6 5 75 26 34.7 5 4 28 7 25.0 0 0 18 0 0.0 1 1 1
20 485 白馬村 10 9 120 24 20.0 5 2 26 4 15.4 24 0 0.0 1 1 1
20 486 小谷村 8 7 73 21 28.8 5 2 25 4 16.0 18 0 0.0 19 0 0.0 2 2 2
20 521 坂城町 7 6 102 14 13.7 5 4 30 7 23.3 30 2 6.7 1 1 1
20 541 小布施町 7 7 71 20 28.2 5 3 22 6 27.3 20 2 10.0 1 1 1
20 543 高山村 4 4 42 7 16.7 5 2 32 5 15.6 18 1 5.6 19 1 5.3 1 1 1
20 561 山ノ内町 25 令和2年3月 13 12 166 31 18.7 法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5） 13 12 166 31 18.7 5 3 33 5 15.2 25 1 4.0 26 1 3.8 1 1 1
20 562 木島平村 7 6 67 20 29.9 5 2 31 3 9.7 15 0 0.0 1 1 1
20 563 野沢温泉村 9 8 86 27 31.4 5 3 19 3 15.8 1 1 1
20 583 信濃町 25 令和31年 9 8 97 18 18.6 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会 9 8 98 18 18.4 5 2 25 4 16.0 20 1 5.0 1 1 1
20 588 小川村 7 4 59 11 18.6 5 3 21 5 23.8 15 0 0.0 16 0 0.0 1 1 1
20 590 飯綱町 5 4 64 15 23.4 5 4 37 6 16.2 26 3 11.5 27 3 11.1 1 1 1
20 602 栄村 6 5 46 9 19.6 5 2 23 4 17.4 1 1 1



市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）
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62 52 1,364 429 31.5 29 9 89 10 11.2

長野市 3 3 203 77 37.9 3 1 9 1 11.1

松本市 4 4 120 47 39.2 3 0 9 0 0.0

上田市 1 1 60 22 36.7 3 2 9 2 22.2

岡谷市 0 0 0 0 0 0 0 0

飯田市 14 10 334 52 15.6 2 0 7 0 0.0

諏訪市 4 4 110 42 38.2 3 1 9 1 11.1

須坂市 0 0 0 0 0 0 0 0

小諸市 0 0 0 0 0 0 0 0

伊那市 5 5 117 44 37.6 3 1 10 1 10.0

駒ヶ根市 0 0 0 0 0 0 0 0

中野市 4 4 76 33 43.4 3 2 9 3 33.3

大町市 5 5 74 25 33.8 2 0 6 0 0.0

飯山市 0 0 0 0 0 0 0 0

茅野市 0 0 0 0 0 0 0 0

塩尻市 0 0 0 0 0 0 0 0

佐久市 3 3 90 37 41.1 3 0 9 0 0.0

千曲市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

東御市 0 0 0 0 0 0 0 0

安曇野市 0 0 0 0 0 0 0 0

小海町 0 0 0 0 0 0 0 0

川上村 0 0 0 0 0 0 0 0

南牧村 0 0 0 0 0 0 0 0

南相木村 0 0 0 0 0 0 0 0

北相木村 0 0 0 0 0 0 0 0

佐久穂町 0 0 0 0 0 0 0 0

軽井沢町 0 0 0 0 0 0 0 0

御代田町 0 0 0 0 0 0 0 0

立科町 0 0 0 0 0 0 0 0

青木村 0 0 0 0 0 0 0 0

長和町 0 0 0 0 0 0 0 0

下諏訪町 0 0 0 0 0 0 0 0

富士見町 0 0 0 0 0 0 0 0

原村 0 0 0 0 0 0 0 0

辰野町 0 0 0 0 0 0 0 0

箕輪町 0 0 0 0 0 0 0 0

飯島町 0 0 0 0 0 0 0 0

南箕輪村 0 0 0 0 0 0 0 0

中川村 0 0 0 0 0 0 0 0

宮田村 0 0 0 0 0 0 0 0

松川町 0 0 0 0 0 0 0 0

高森町 0 0 0 0 0 0 0 0

阿南町 0 0 0 0 0 0 0 0
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阿智村 0 0 0 0 0 0 0 0

平谷村 0 0 0 0 0 0 0 0

根羽村 0 0 0 0 0 0 0 0

下條村 0 0 0 0 0 0 0 0

売木村 0 0 0 0 0 0 0 0

天龍村 0 0 0 0 0 0 0 0

泰阜村 0 0 0 0 0 0 0 0

喬木村 0 0 0 0 0 0 0 0

豊丘村 0 0 0 0 0 0 0 0

大鹿村 0 0 0 0 0 0 0 0

上松町 0 0 0 0 0 0 0 0

南木曽町 0 0 0 0 0 0 0 0

木祖村 0 0 0 0 0 0 0 0

王滝村 0 0 0 0 0 0 0 0

大桑村 0 0 0 0 0 0 0 0

木曽町 19 13 180 50 27.8 2 0 6 0 0.0

麻績村 0 0 0 0 0 0 0 0

生坂村 0 0 0 0 0 0 0 0

山形村 0 0 0 0 0 0 0 0

朝日村 0 0 0 0 0 0 0 0

筑北村 0 0 0 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0 0 0

松川村 0 0 0 0 0 0 0 0

白馬村 0 0 0 0 0 0 0 0

小谷村 0 0 0 0 0 0 0 0

坂城町 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

小布施町 0 0 0 0 0 0 0 0

高山村 0 0 0 0 0 0 0 0

山ノ内町 0 0 0 0 0 0 0 0

木島平村 0 0 0 0 0 0 0 0

野沢温泉村 0 0 0 0 0 0 0 0

信濃町 0 0 0 0 0 0 0 0

小川村 0 0 0 0 0 0 0 0

飯綱町 0 0 0 0 0 0 0 0

栄村 0 0 0 0 0 0 0 0



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
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女
性
数
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数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

1,863 176 9.4 1,605 134 8.3 264 12 4.5 225 10 4.4 47 3 6.4 40 3 7.5 1,552 161 10.4 1,340 121 9.0 1,804 448 24.8 1,326 223 16.8 3,665 1,156 31.5 2,618 614 23.5

20 201 長野市 209 10 4.8 171 9 5.3 22 1 4.5 19 1 5.3 19 2 10.5 17 2 11.8 168 7 4.2 135 6 4.4 333 33 9.9 234 17 7.3 724 134 18.5 466 81 17.4 1

20 202 松本市 146 14 9.6 128 14 10.9 19 1 5.3 15 1 6.7 2 1 50.0 2 1 50.0 125 12 9.6 111 12 10.8 254 68 26.8 193 50 25.9 150 51 34.0 116 42 36.2 1

20 203 上田市 124 11 8.9 95 10 10.5 23 1 4.3 14 1 7.1 0 0 0 0 101 10 9.9 81 9 11.1 191 54 28.3 111 12 10.8 96 25 26.0 85 20 23.5 1

20 204 岡谷市 47 6 12.8 33 2 6.1 11 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 36 6 16.7 24 2 8.3 71 28 39.4 29 4 13.8 107 45 42.1 40 8 20.0 1

20 205 飯田市 97 12 12.4 67 5 7.5 17 1 5.9 13 1 7.7 80 11 13.8 54 4 7.4 77 8 10.4 68 5 7.4 245 72 29.4 123 16 13.0 1

20 206 諏訪市 38 2 5.3 38 2 5.3 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 29 1 3.4 29 1 3.4 40 13 32.5 36 9 25.0 53 21 39.6 43 11 25.6 1

20 207 須坂市 47 4 8.5 38 3 7.9 11 1 9.1 9 1 11.1 0 0 0 0 36 3 8.3 29 2 6.9 74 20 27.0 45 6 13.3 61 21 34.4 29 8 27.6 1

20 208 小諸市 32 1 3.1 29 1 3.4 9 0 0.0 9 0 0.0 23 1 4.3 20 1 5.0 10 1 10.0 8 1 12.5 77 28 36.4 53 15 28.3 1

20 209 伊那市 59 4 6.8 53 4 7.5 19 1 5.3 18 1 5.6 40 3 7.5 35 3 8.6 50 15 30.0 37 8 21.6 141 50 35.5 87 8 9.2 1

20 210 駒ヶ根市 28 0 0.0 23 0 0.0 7 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 21 0 0.0 17 0 0.0 24 8 33.3 13 0 0.0 48 15 31.3 31 4 12.9 1

20 211 中野市 48 4 8.3 47 4 8.5 26 1 3.8 26 1 3.8 22 3 13.6 21 3 14.3 53 14 26.4 39 5 12.8 91 49 53.8 71 33 46.5 1

20 212 大町市 32 1 3.1 32 1 3.1 9 0 0.0 9 0 0.0 23 1 4.3 23 1 4.3 27 3 11.1 27 3 11.1 44 10 22.7 39 5 12.8 1

20 213 飯山市 28 0 0.0 26 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 21 0 0.0 19 0 0.0 14 0 0.0 12 0 0.0 44 12 27.3 29 2 6.9 1

20 214 茅野市 40 7 17.5 40 7 17.5 10 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 30 7 23.3 30 7 23.3 26 8 30.8 26 8 30.8 109 37 33.9 109 37 33.9 1

20 215 塩尻市 64 7 10.9 51 3 5.9 12 0.0 10 0.0 11 0.0 10 0.0 41 7 17.1 31 3 9.7 48 19 39.6 33 7 21.2 102 52 51.0 49 9 18.4 1

20 217 佐久市 95 12 12.6 68 5 7.4 19 1 5.3 11 0 0.0 9 0 0.0 6 0 0.0 67 11 16.4 51 5 9.8 73 33 45.2 47 10 21.3 160 84 52.5 82 19 23.2 1

20 218 千曲市 64 7 10.9 56 1 1.8 9 1 11.1 8 0 0.0 55 6 10.9 48 1 2.1 122 46 37.7 84 18 21.4 1

20 219 東御市 35 6 17.1 34 5 14.7 10 1 10.0 10 1 10.0 25 5 20.0 24 4 16.7 28 4 14.3 28 4 14.3 45 18 40.0 31 9 29.0 1

20 220 安曇野市 60 5 8.3 53 4 7.5 13 1 7.7 12 1 8.3 47 4 8.5 41 3 7.3 48 8 16.7 41 6 14.6 119 41 34.5 85 18 21.2 1

20 303 小海町 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 15 6 40.0 15 6 40.0 1

20 304 川上村 10 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 4 1 25.0 4 1 25.0 11 1 9.1 11 1 9.1 1

20 305 南牧村 10 0 0.0 10 0 0.0 1 0.0 1 0.0 9 0.0 9 0.0 5 0.0 5 0.0 7 4 57.1 7 4 57.1 1

20 306 南相木村 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 10 2 20.0 10 2 20.0 1

20 307 北相木村 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.0 4 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 7 3 42.9 5 3 60.0 2

20 309 佐久穂町 15 2 13.3 12 1 8.3 15 2 13.3 12 1 8.3 33 10 30.3 25 3 12.0 45 22 48.9 18 3 16.7 1

20 321 軽井沢町 24 3 12.5 18 2 11.1 24 3 12.5 18 2 11.1 32 6 18.8 22 1 4.5 52 23 44.2 46 21 45.7 1

20 323 御代田町 13 1 7.7 12 1 8.3 13 1 7.7 12 1 8.3 9 1 11.1 6 1 16.7 25 11 44.0 17 7 41.2 1

20 324 立科町 9 2 22.2 9 2 22.2 1 0 0.0 1 0 0.0 8 2 25.0 8 2 25.0 17 6 35.3 17 6 35.3 2

20 349 青木村 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 10 1 10.0 10 1 10.0 11 1 9.1 11 1 9.1 1

20 350 長和町 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 5 2 40.0 4 1 25.0 25 4 16.0 25 4 16.0 1

20 361 下諏訪町 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11.1 9 1 11.1 9 0 0.0 9 0 0.0 28 4 14.3 24 4 16.7 1

20 362 富士見町 25 4 16.0 25 4 16.0 25 4 16.0 25 4 16.0 37 14 37.8 37 14 37.8 1

20 363 原村 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 23 3 13.0 23 3 13.0 1

20 382 辰野町 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 13 3 23.1 13 3 23.1 25 8 32.0 25 8 32.0 1

20 383 箕輪町 15 3 20.0 13 3 23.1 15 3 20.0 13 3 23.1 12 9 75.0 11 9 81.8 49 21 42.9 43 20 46.5 1

20 384 飯島町 11 4 36.4 11 4 36.4 11 4 36.4 11 4 36.4 12 2 16.7 12 2 16.7 22 11 50.0 22 11 50.0 1

20 385 南箕輪村 12 3 25.0 11 3 27.3 12 3 25.0 11 3 27.3 6 6 100.0 39 22 56.4 24 12 50.0 1

20 386 中川村 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 1 1 100.0 19 6 31.6 16 4 25.0 1

20 388 宮田村 10 1 10.0 10 1 10.0 10 1 10.0 10 1 10.0 19 3 15.8 19 3 15.8 1

20 402 松川町 10 1 10.0 10 1 10.0 10 1 10.0 10 1 10.0 28 8 28.6 28 8 28.6 1

20 403 高森町 8 2 25.0 7 2 28.6 8 2 25.0 7 2 28.6 10 2 20.0 9 1 11.1 19 3 15.8 15 2 13.3 1

20 404 阿南町 8 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.0 8 0 0.0 5 2 40.0 0 0 12 1 8.3 1 1 100.0 1

20 407 阿智村 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 10 3 30.0 10 3 30.0 19 3 15.8 18 3 16.7 1

20 409 平谷村 4 1 25.0 0 0 4 1 25.0 3 0.0 4 0.0 1

20 410 根羽村 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.0 4 0 0.0 3 2 66.7 3 2 66.7 3 1 33.3 3 1 33.3 1

20 411 下條村 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 6 1 16.7 6 1 16.7 1

20 412 売木村 5 0 0.0 4 0 0.0 5 0 0.0 4 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 9 7 77.8 7 5 71.4 1

20 413 天龍村 6 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 5 1 20.0 5 1 20.0 10 1 10.0 10 1 10.0 1

20 414 泰阜村 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 8 1 12.5 8 1 12.5 2

20 415 喬木村 8 1 12.5 7 0 0.0 8 1 12.5 7 0 0.0 18 6 33.3 13 2 15.4 1

20 416 豊丘村 8 1 12.5 8 1 12.5 8 1 12.5 8 1 12.5 4 2 50.0 4 2 50.0 16 7 43.8 16 7 43.8 2

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管理職の在職状況 職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

長野県

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

うち一般行政職

管
理
職
総
数

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

調査時点コード 平成31年4月1日 令和元年5月1日 その他

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

部
局
長
相
当
職



市町村４－４（3）

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管理職の在職状況 職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

うち一般行政職

管
理
職
総
数

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

部
局
長
相
当
職

20 417 大鹿村 7 0 0.0 6 0 0.0 7 0 0.0 6 0 0.0 3 1 33.3 2 1 50.0 6 0 0.0 6 0 0.0 1

20 422 上松町 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 6 2 33.3 4 0 0.0 17 5 29.4 16 4 25.0 1

20 423 南木曽町 9 2 22.2 9 2 22.2 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 8 2 25.0 8 2 25.0 10 2 20.0 10 2 20.0 14 6 42.9 14 6 42.9 1

20 425 木祖村 10 1 10.0 10 1 10.0 10 1 10.0 10 1 10.0 6 0 0.0 6 0 0.0 7 2 28.6 7 2 28.6 1

20 429 王滝村 5 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 6 2 33.3 6 2 33.3 16 4 25.0 14 3 21.4 1

20 430 大桑村 12 1 8.3 12 1 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 8.3 12 1 8.3 2 0 0.0 2 0 0.0 14 5 35.7 14 5 35.7 1

20 432 木曽町 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 16 7 43.8 11 2 18.2 59 11 18.6 52 5 9.6 1

20 446 麻績村 8 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 9 3 33.3 9 3 33.3 1

20 448 生坂村 8 4 50.0 8 4 50.0 8 4 50.0 8 4 50.0 11 2 18.2 11 2 18.2 1

20 450 山形村 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 4 3 75.0 2 1 50.0 19 5 26.3 16 2 12.5 1

20 451 朝日村 8 2 25.0 5 1 20.0 2 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 5 2 40.0 4 1 25.0 14 8 57.1 9 4 44.4 10 5 50.0 7 3 42.9 1

20 452 筑北村 8 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 13 7 53.8 13 7 53.8 18 9 50.0 18 9 50.0 1

20 481 池田町 11 2 18.2 11 2 18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 18.2 11 2 18.2 8 3 37.5 7 2 28.6 21 5 23.8 19 3 15.8 1

20 482 松川村 14 0 0.0 14 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0.0 14 0 0.0 8 5 62.5 8 5 62.5 22 6 27.3 21 5 23.8 1

20 485 白馬村 14 0 0.0 10 0 0.0 14 0.0 10 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 23 6 26.1 13 2 15.4 1

20 486 小谷村 8 1 12.5 8 1 12.5 8 1 12.5 8 1 12.5 5 1 20.0 4 0 0.0 8 2 25.0 7 1 14.3 2

20 521 坂城町 15 0 0.0 15 0 0.0 15 0 0.0 15 0 0.0 12 6 50.0 10 4 40.0 29 9 31.0 25 5 20.0 1

20 541 小布施町 6 1 16.7 6 1 16.7 6 1 16.7 6 1 16.7 5 0 0.0 5 0 0.0 17 0 0.0 15 0 0.0 1

20 543 高山村 7 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.0 7 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 9 4 44.4 9 3 33.3 1

20 561 山ノ内町 14 0 0.0 14 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 0 0 0 0 44 17 38.6 33 6 18.2 1

20 562 木島平村 14 0 0.0 13 0 0.0 14 0 0.0 13 0 0.0 12 2 16.7 11 1 9.1 1

20 563 野沢温泉村 5 0 0.0 0 0 5 0 0.0 6 1 16.7 6 1 16.7 11 2 18.2 11 2 18.2 1

20 583 信濃町 12 2 16.7 8 1 12.5 12 2 16.7 8 1 12.5 3 0 0.0 3 0 0.0 28 9 32.1 25 6 24.0 1

20 588 小川村 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 1

20 590 飯綱町 20 3 15.0 11 0 0.0 20 3 15.0 11 0 0.0 11 5 45.5 5 2 40.0 43 10 23.3 31 2 6.5 1

20 602 栄村 9 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 17 2 11.8 17 2 11.8 1



市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 長野県

1 平成31年4月1日 2 令和元年5月1日 3

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 52 9 3 7 2 0 0 0 7 3 3 0 0

2の合計 10 43 6 42 28 27 31 31 44 22 1 2 5

3の合計 3 43 3 17 18 18 18 12 19 2 1 1

4の合計 12 30 32 28 28 14 27 71 74 71

20 201 長野市 長野市議会 1 1 3 2 4 4 4 4 1 4

第２条　議員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
第91条　委員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 4 4 1

20 202 松本市 松本市議会 1 2 2 2 4 4 4 4 1 1
第２条　議員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 2 2 1

20 203 上田市 上田市議会 1 2 3 2 1 4 2 4 2 1

（欠席の届出）
第２条　議員は事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻まで
に議長に届け出なければならない。
２　議員は、本人又はその配偶者の出産のため出席できないときは、日数を定めて、あ
らかじめ議長に欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

20 204 岡谷市 岡谷市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 205 飯田市 飯田市議会 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1

(欠席の理由)
第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の会議時刻
　までに議長に届けなければならない。
２　議員は、出産するために出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に
　欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

20 206 諏訪市 諏訪市議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 207 須坂市 須坂市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 4

第２条　議員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

第84条　委員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 4 4 1

20 208 小諸市 小諸市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

20 209 伊那市 伊那市議会 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 210 駒ヶ根市 駒ヶ根市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2

20 211 中野市 中野市議会 1 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1

20 212 大町市 大町市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

20 213 飯山市 飯山市議会 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

20 214 茅野市 茅野市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 215 塩尻市 塩尻市議会 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

20 217 佐久市 佐久市議会 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 1

20 218 千曲市 千曲市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 2
第2条　議員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないときは、
その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 2 1

20 219 東御市 東御市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

20 220 安曇野市 安曇野市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 303 小海町 小海町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 304 川上村 川上村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 305 南牧村 南牧村議会 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

20 306 南相木村 南相木村議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 307 北相木村 北相木村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

20 309 佐久穂町 佐久穂町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1

20 321 軽井沢町 軽井沢町議会 1 2 3 1 4 4 4 2 1

（欠席の届出）
第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。
２　議員は、連続して７日以上議会活動及び議員活動（以下「議会活動等」という。）を行
えない事由（出産、疾病又は負傷による療養を含む。）が生じたときは、長期欠席（不
在）届（様式第１号）を議長に提出しなければならない。この場合において、欠席する期
間が３か月を超えた者が議会活動等に復帰することとなったときは、議会活動等復帰
届（様式第２号）を議長に提出しなければならない。
　附則の次に次の様式を加える。
　様式省略

4 4 4 2

20 323 御代田町 御代田町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

20 324 立科町 立科町議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2

20 349 青木村 青木村村議会 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1

20 350 長和町 長和町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1

20 361 下諏訪町 下諏訪町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2
議員は、公務、疾病、出産その他の事由のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

20 362 富士見町 富士見町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 363 原村 原村議会 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 382 辰野町 辰野町町議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 383 箕輪町 箕輪町議会 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2

20 384 飯島町 飯島町町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1

20 385 南箕輪村 南箕輪村議会 1 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4
女性模擬議会の実施（平成
30年度）

3 令和元年8月9日

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

調査時点コード その他

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。



市町村４－５

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

20 386 中川村 中川村議会 1 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 1

20 388 宮田村 宮田村議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

20 402 松川町 松川町議会 3 1 3 3 3 3 3

(欠席の届出)
第2条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。
2　議員が出産のために出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

4 4 4 1

20 403 高森町 高森町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

20 404 阿南町 阿南町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 407 阿智村 阿智村議会 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 409 平谷村 平谷村議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 410 根羽村 根羽村村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 411 下條村 下條村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 412 売木村 売木村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 413 天龍村 天龍村議会 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 414 泰阜村 泰阜村議会 1 1 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2

20 415 喬木村 喬木村議会 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1

20 416 豊丘村 豊丘村議会 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2

20 417 大鹿村 大鹿村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 422 上松町 上松町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 423 南木曽町 南木曽町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 425 木祖村 木祖村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 429 王滝村 王滝村議会 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 430 大桑村 大桑村議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 432 木曽町 木曽町議会 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 446 麻績村 麻績村議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1

20 448 生坂村 生坂村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

20 450 山形村 山形村議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 451 朝日村 朝日村議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

20 452 筑北村 筑北村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 481 池田町 池田町議会 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 482 松川村 松川村議会 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

20 485 白馬村 白馬村議会 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

20 486 小谷村 小谷村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

20 521 坂城町 坂城町議会 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2

20 541 小布施町 小布施町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 543 高山村 高山村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 1

20 561 山ノ内町 山ノ内町議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 562 木島平村 木島平村議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 563 野沢温泉村 野沢温泉村議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1

20 583 信濃町 信濃町 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3
（欠席の届出）
第２条　議員は、公務、疾病、出産その他事故のため出席できないときは、その理由を
付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 2

20 588 小川村 小川村議会 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1

20 590 飯綱町 飯綱町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

20 602 栄村 栄村議会 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1
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